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金井 秀夫、藤澤 義章、平井 幸光、渡邉 隆行税 に 強 く な ろ う

　今回は、消費税に関しR03.10.01から受付がスタートした、「適
格請求書発行事業者」の登録制度について、法人・個人すべて
の事業者（消費税の免税事業者も含む）の皆様に関わる大変重
要な事柄となりますので、「適格請求書発行事業者」の登録の必
要性をどのように判断すべきかについて、その一助となるべく、
考え方の一端を説明いたします。

1 適格請求書発行事業者の登録が必要となる理由
　消費税は、R01.10月に税率10％に引き上げられ、同時に飲食
料品等を対象とした軽減税率8％が導入され、今や消費税も複
数税率の時代に突入しています。
　そして、今後R05.10.01以降は、事業者が仕入先などに支払っ
た消費税を控除する（「仕入税額控除」と言います）ためには、仕
入先などの支払先が発行する「適格請求書」を保存することが、
原則として必須要件となります。
　これを「適格請求書保存方式」（いわゆる【インボイス制度】）
と言います。
　（「ビジネスサポートながの」R02.04月号の「経営者として知っ
ておきたい税の知識13」参照）
　つまり、事業者にとって、売手の立場として得意先に対して「適
格請求書」を発行しないと、相手方である得意先は「仕入税額
控除」ができないことになります。
　そして、この適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として
所轄税務署長による登録を受けた事業者（登録以後は、常に消
費税の課税事業者として扱われます）のみが発行可能なものと
なります。
　そこで、R03.10.01から「適格請求書発行事業者」の登録申請
の受付が、スタートしたと言う訳です。

2 適格請求書発行事業者の登録申請の判断ポイントについて
　R05.10.01以降、事業者にとって適格請求書発行事業者として
の登録が重要であることは、上記1で述べた通りですが、個々の
事業者における登録申請の判断ポイントは、以下に述べる事項
が大きな要素の主要なものと考えます。
（1）消費税の免税事業者である場合は、仮にR03.10.01から

R05.03.31間の登録申請により登録を受けると、登録日とな
るR05.10.01以降、常に消費税の課税事業者となりますので、
消費税の申告が常に必要となります。（基準期間の課税売上
高には関係ありません）

（2）消費税の課税事業者である場合は、仮に登録申請をしなく
ても、従前どおり基準期間の課税売上高が１千万円を超え

る場合には、消費税の課税事業者になります。
しかし、登録申請により登録を受けない限り、適格請求書発
行事業者ではありませんので、適格請求書を発行すること
はできません。
つまり、たとえ消費税課税事業者であっても、適格請求書を
発行するのであれば、適格請求書発行事業者としての登録
申請は必要になるということです。

（3）上記1で述べた通り、原則として仕入税額控除をするために
は、適格請求書を保存することが必須ですが、消費税の
簡易課税制度の適用を受ける事業者は、売上げに係る消費
税額に、事業の種類の区分（事業区分）に応じて定められ
た、みなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入に係る消費
税額とし、当該金額を売上げに係る消費税額から控除する
方法によって申告しています。
つまり、仕入税額控除について、支払先が発行する適格請
求書を使用せずに行っていますので、支払先から発行され
る適格請求書の保存が、仕入税額控除の必須要件ではあり
ません。

（4）適格請求書発行事業者は、売り手の立場として、相手方の求
めに応じて適格請求書を発行しなければなりませんが、相手
方が①消費者である個人であったり、②簡易課税制度を適
用している事業者であったりすると、適格請求書の発行を求
めてこないことも想定されます。
したがって、事業者が売り手の立場として取引の相手（得意
先）から適格請求書の発行を求められるか否かも、登録申
請の大きな判断ポイントの一つと考えます。

（5）消費税の課税事業者または免税事業者であっても、売り手
の立場として、取引の相手（得意先）が、原則的に消費税の課
税事業者である場合には、速やかに適格請求書発行事業者
の登録申請により登録を受け、当該、登録番号を相手方に
通知することで、今後の取引にも資するものと考えます。
また、併せて、買い手の立場として、仕入先等の取引の相手
方にも、①適格請求書の発行を求めることになること、②適
格請求書発行事業者の登録番号の速やかな通知依頼など
を通じて、R05.10.01からスタートするインボイス制度への準
備を、R03.10.01から始まった登録申請を契機として、遅滞な
く始めることも重要と考えます。

　以上のような判断ポイントなども参考にしていただき、関与税
理士への相談などを通じて、適格請求書発行事業者の登録申
請に対応をしていただきたいと考えます。
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